
（平成２３年８月２４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 12 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 10 件

年金記録確認新潟地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



新潟国民年金 事案 1334 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和61年４月から同年９月までの期間及び63年８月から同年９月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 61年４月から同年９月まで 

             ② 昭和 63年８月から同年９月まで 

    年金記録問題が話題となり、年金記録が不安となったことから、国民年金

保険料の納付記録を照会したところ、申立期間①及び②の納付事実が確認で

きなかったとの回答を受け取った。 

申立期間の保険料は、私の夫が経営する会社の従業員に納付書を渡し納

めてもらっていた。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②の保険料を納付したとする申立人の夫が経営する会社の

従業員は、国民年金保険料の納付状況を具体的に証言しており、その内容には

不自然さが無い上、申立人の申立期間①及び②を含む自身の国民年金加入期間

の保険料を全て納付している。 

また、申立人は、申立期間①及び②を除く国民年金加入期間の保険料を全て

納付しており、納付意識が高かったものと認められる。 

さらに、申立期間①及び②の合計月数は８か月と短期間である上、その前後

の期間の保険料が納付済みであることを考慮すると、納付意識の高い申立人が

申立期間①及び②の保険料を納付したと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



新潟厚生年金  事案 1543 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額については、平成９年１月は 15 万

円、同年２月から 10年 12月までは 20万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（上記

訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行していないと認められる。 

また、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額については、22 万円に訂正

することが必要である。 

   なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（上記

訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 平成９年１月 21日から 11年１月１日まで 

② 平成 16年 11月１日から 17年４月１日まで 

    「ねんきん定期便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ社に勤務

した申立期間①及びＢ社に勤務した期間のうちの申立期間②の標準報酬月

額がいずれも、実際に受け取っていた給与支給額よりも低額となっているこ

とが判明した。 

私が所持している当時の給与明細書の内容を転記したノートによると、

申立期間①当時の給与支給額は約 20万円、申立期間②当時の給与支給額は

約 21万円であったので、調査の上、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間当時の給与明細書の内容を転記したとするノートの記載

内容によると、申立期間中の厚生年金保険料控除額は、オンライン記録の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料額よりも高額となっている。 

また、上記のノートを検証したところ、厚生年金保険料控除額は当時の健康



保険厚生年金保険標準報酬・保険料額表の保険料額（被保険者負担分）とほと

んど一致していること、及び賞与に係る厚生年金保険料控除額は、当時の特別

保険料率から算出される厚生年金保険料額と一致していることが確認できる

上、当委員会がこれまでに審議したＡ社に係る別の事案の調査結果から判断し

て、当該ノートの記載は、申立人が当時の給与明細書の記載内容を転記したも

のと認められる。 

申立人は、申立期間①及び②の標準報酬月額の相違について申し立てている

が、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立期間①の標準報酬月額については、上記のノートにおいて確認できる厚

生年金保険料控除額から、平成９年１月は 15万円、同年２月から 10年 12月

までは 20万円に訂正することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、上記

ノートにおいて確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン

記録上の標準報酬月額が長期にわたり一致していないことから、事業主は、実

際の保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事

務所(当時)は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、申立期間①に係る保険料（上記訂正前の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

申立期間②の標準報酬月額については、上記のノートにおいて確認できる厚

生年金保険料控除額から、22万円に訂正することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 
また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

行ったとは認められない。 



新潟厚生年金  事案 1544 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格取得日に係

る記録を昭和 36 年６月１日、資格喪失日に係る記録を同年７月１日とし、申

立期間の標準報酬月額を１万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 36年６月１日から同年７月１日まで 

「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

厚生年金保険被保険者期間となっていないことが分かった。 

私は、昭和 36 年６月１日付けでＣ社Ｄ事業所Ｅ分室からＡ社Ｂ事業所へ

移籍した。その後、同社Ｂ事業所は同社Ｆ事業所に事業所名が変更されたも

のの、同社に継続して勤務していたので、調査の上、申立期間を厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＡ社が保管する申立人に係る社員台帳及び健

保・厚保被保険者台帳の記録から、申立人は申立期間において同社に継続して

勤務し（昭和 36 年６月１日にＣ社Ｄ事業所Ｅ分室からＡ社Ｂ事業所に移籍）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

められる。 

なお、Ａ社Ｂ事業所は、昭和 36 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっていることから、申立人の同社Ｂ事業所における資格喪失日を同日と

することが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｆ事業所に係る健

康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿の昭和 36 年７月の記録から、１万

6,000円とすることが妥当である。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、書類が無いため不明としているが、仮に事業主から申立人に係る被保険

者資格の取得届が提出された場合には、その後に被保険者資格の喪失届を提出

する機会があったこととなるが、資格の取得及び喪失のいずれの機会において

も社会保険事務所(当時）が申立人に係る記録の処理を誤ったとは考え難く、

オンライン記録により、Ａ社Ｂ事業所において申立人と同様に厚生年金保険の

被保険者期間の記録の無い者が 12 人存在することが確認できることから、事

業主から被保険者資格の取得及び喪失に係る届出が行われておらず、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 36 年６月の保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

 

 



新潟国民年金 事案 1333  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年５月及び同年６月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 平成２年５月及び同年６月 

私は、平成２年４月末に会社を退職後に納付していなかった国民年金保

険料をＡ市役所又はＢ地区事務所でまとめて納付した。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３  委員会の判断の理由 

申立人は、平成２年４月末に会社を退職した後の納付していなかった申立期

間の国民年金保険料をまとめて納付したと主張しているが、申立期間に係る国

民年金の加入手続及びまとめて納付したとする保険料額の記憶が曖昧である。 

また、申立人が所持する年金手帳には、厚生年金保険の記号番号は記載され

ているものの、国民年金の記号番号は記載されていないこと、申立期間は基礎

年金番号制度が導入された平成９年１月以降に国民年金の未加入期間から未

納期間と記録追加されたものと考えられること、申立人は、現在所持する年金

手帳のほかに手帳を所持していたことは無いとしており、申立人に国民年金手

帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらないことなど

から、申立期間当時に申立人が保険料を納付することはできず、当該記録追加

時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書控等）も無いなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1335 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55年７月から 61年３月までの期間及び平成 19年４月から 20

年３月までの期間の国民年金付加保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 55年７月から 61年３月まで 

             ② 平成 19年４月から 20年３月まで 

    私は、昭和 55年６月に退職した後、夫の転勤に伴いＡ県Ｂ市に転居した。

その後、自身でＣ市役所に出向き国民年金の任意加入手続を行い、付加保険

料の納付申出も一緒に行った。 

また、夫が平成 19 年３月に退職したため、国民年金の切替手続を行い付

加保険料の納付申出も一緒に行ったと思う。 

申立期間の付加保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人が保管するＢ市年金係発行の「国民年金保険

料納付状況確認書」には、付加保険料の納付状況についての記載が無い。 

また、同市役所では、当該期間当時の納付書は定額保険料と付加保険料を

合わせたものであったとしており、定額保険料の納付記録がある一方で、申

立てに係る付加保険料について、69 か月もの長期間にわたり、記録誤りが

続くとは考え難いなど、申立人が当該期間の付加保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人の夫の平成 19 年分の確定申告書の社会保険

料控除欄に記載されている国民年金の支払保険料額は、平成 19 年４月から

20 年３月までの定額保険料相当額（平成 19 年６月から 20 年３月までは前

納保険料額）となっており、オンライン記録と整合する。 

また、オンライン記録から、申立人が最初に付加保険料の納付申出を行っ



たのは、当該期間直後の 20年４月 14日であることが確認できるなど、申立

人が、当該期間の付加保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

 

  ３ 申立期間の付加保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿等）は無く、

ほかに申立期間の付加保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

 

  ４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金付加保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1540 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 29年 11月１日から 31年５月１日まで 

             ② 昭和 38年４月６日から 39年６月 28日まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

厚生年金保険被保険者期間となっていないことが分かった。 

    申立期間において、給与から厚生年金保険料が控除されていたと記憶して

いるので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、Ａ社（現在は、Ｂ社）に期間工として勤

務していたと申し立てているところ、同社に係る健康保険厚生年金保険事業

所別被保険者名簿から、申立期間①当時、厚生年金保険に加入していたこと

が確認できる元従業員の一人は、「申立人を知っているが、勤務した期間に

ついては覚えていない。」と証言していることから、期間は特定できないも

のの、申立人が同社に勤務していたことがうかがえる。 

    しかしながら、Ｂ社は、「申立期間①当時の資料を保管していないため、

申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料を給与から控除したかは不明で

ある。期間工及び一時雇用の従業員は厚生年金保険の加入対象者ではなかっ

た。」と回答している。 

    また、申立期間①当時にＡ社において厚生年金保険に加入していた元従業

員からも、申立人の厚生年金保険料の控除等の状況について具体的な証言は

得られなかった。 

    さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿には、申

立期間①において、申立人の氏名は無い上、健康保険の整理番号に欠落も無

い。 



 

  ２ 申立期間②について、申立人は、Ｃ事業所の従業員募集を見て、同事業所

に就職したと申し立てているところ、Ｃ事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者原票から、申立期間②当時、厚生年金保険に加入していたことが確

認できる元従業員の一人は、「申立人はＣ事業所に勤務していたが、その期

間までは覚えていない。」と証言していることから、期間は特定できないも

のの、申立人が同事業所に勤務していたことがうかがえる。 

    しかしながら、オンライン記録から、Ｃ事業所は昭和 60 年 11月 26日に

厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事業主も既に亡くな

っていることから、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除等の

状況について確認することができない。 

    また、申立期間②当時にＣ事業所において厚生年金保険に加入していた元

従業員からも、申立人の厚生年金保険料の控除等の状況について具体的な証

言は得られなかった。 

    さらに、Ｃ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立期

間②において、申立人の氏名は無い上、健康保険の整理番号に欠落も無い。 

 

  ３ 申立人は、いずれの申立期間についても、事業主により給与から厚生年金

保険料を控除されていた具体的な記憶が無く、厚生年金保険料が控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

    このほか、申立人のいずれの申立期間についても、厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1541 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 平成９年５月１日から 10年１月１日まで 

             ② 平成 10年４月１日から 11年１月１日まで 

             ③ 平成 11年４月１日から 12年１月１日まで 

             ④ 平成 12年４月１日から 13年１月１日まで 

「ねんきん定期便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ事業所に

勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与支給額と異

なっていることが分かった。同事業所は、保険料額を減少させるため、低い

給料額で算定して届け出たと聞いている。 

申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①から④までの標準報酬月額の相違について申し立てて

いるが、Ａ事業所の代表清算人は、「平成 19 年１月 31日をもって事業所が廃

業したことから、賃金台帳及び給与明細書等給与支払額を確認できる資料を

21 年７月 20 日に処分（焼却）した。」と回答している上、申立人は、いずれ

の申立期間当時の給与明細書等も所持していないことから、申立人の申立てど

おりの給与の支給額及び厚生年金保険料の控除額について確認することがで

きない。 

   また、申立人は、業績が悪くなった平成９年頃から、算定基礎届における報

酬月額を冬期間の低い給料額によって届出されたとしているところ、申立期間

当時の同事業所の総務担当者及び事務担当者はいずれも、「算定基礎届におけ

る報酬月額は、規定どおりに５月から７月までの給与に基づき届け出た。」と

証言し、当該事務担当者は、「算定基礎届における報酬月額を冬期間の報酬月



額で算出したことは無い。平成９年頃から事業所の業績が悪化したのに伴って、

残業代が無くなり、基本給も少し下げざるを得なくなるなど、冬期間と同程度

の給与額が春になっても続くことになった。」と証言している。 

   さらに、オンライン記録から、いずれの申立期間についても、同事業所で厚

生年金保険に加入していたことが確認できる元従業員３人はいずれも、「平成

９年及び 10 年と業績悪化が続き、それに伴い給料も下がり、控除される厚生

年金保険料も下がっていった。いずれの申立期間についても、標準報酬月額は

国の記録どおりだと思う。」と証言している。 

   加えて、オンライン記録において、いずれの申立期間についても、申立人の

標準報酬月額に遡及訂正等の不自然な処理は見られない。 

   このほか、申立人のいずれの申立期間についても、申立人の主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は厚生年金保険被保険者として、申立期間①から④まで、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 

 



新潟厚生年金 事案 1542 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 34年春頃から 36年 12月頃まで 

   「ねんきん定期便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

船員保険被保険者期間となっていないことが分かった。 

私は、昭和 34 年春頃からＡ団体所属の底引き網漁船に乗船していたが、

作業中に大腿部骨折をしたため、Ｂ市内のＣ病院に約１年間入院し、退院後

も自宅療養をしていた。その時の入院費及び治療費は、船員保険から出てい

たと思うので、調査の上、申立期間を船員保険被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、船の名称、船舶所有者及び当時の同僚の氏名を記憶していないが、

申立期間中はＡ団体所属の底引き網漁船に乗船していたと申し立てていると

ころ、同団体は、「船の名称や船舶所有者が不明では調査できない。」として

おり、同僚等にも照会することができないことから、申立人が申立期間に乗

船していた船舶を特定することができず、申立人の申立期間における勤務実

態を確認することができない。 

  また、申立人は、船舶の総トン数を覚えていないとしているところ、同団体

は、「昭和 34 年頃は、Ｄ港での底引き網漁業が始まる前後の時期であり、総

トン数が大きな船舶は無かったと思う。最初の頃の船舶の総トン数は 10トン

程度であったと思う。」としていることから、申立人が乗船していたと主張す

る船舶は、船員保険の適用除外となる総トン数 30トン未満の底引き網漁船で

ある可能性が否定できず、申立人も船員手帳を受け取った記憶が無いとして

いる。 

さらに、申立人は、当該漁船の乗船中に大腿部を骨折したため、Ｂ市内のＣ



病院に約１年間入院していたとしているところ、同病院は、申立人の入院及

び通院の状況について、「不明である。」と回答している。 

加えて、申立人は、申立期間において、事業主により給与から船員保険料を

控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る船員保険料を控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



新潟厚生年金 事案 1545 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 46年３月 31日から同年５月 20日まで 

             ② 昭和 47年 10月 30日から 48年４月１日まで 

    私は、申立期間がＡ社における厚生年金保険被保険者期間ではないことに

ついて、以前から疑問を持っていたが、社会保険事務所（当時）に何度照会

しても被保険者期間であることは確認できなかった。 

    しかしながら、年金記録確認第三者委員会から、Ａ社に勤務していた当時

のことについての照会文書が届き、自身と同様に、同社における被保険者期

間に疑問を持っている人がいることを知り、私も今回申立てを行った。 

    私は、昭和 46年３月 31日から 48 年４月１日までの期間、Ｂ県Ｃ区に所

在するＡ社のＤ出張所に勤務していたので、調査の上、申立期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、戸籍の附票から、申立人は、昭和 46年３月 31日に

Ｄ出張所の所在地に住所を定めたことが確認できることから、申立人が申立

期間①において、当該事業所に勤務していたことが推認できる。 

    しかしながら、Ｄ出張所における当時の所長は、「当時の社会保険事務は

全て、Ｅ出張所（昭和 46年５月 20日、Ａ社に名称変更）が行っていたので

不明である。」旨回答している上、Ａ社は、「当時における申立人の在籍、保

険料控除、届出及び納付については不明である。」旨回答していることから、

申立期間①における厚生年金保険料の控除等の状況について確認すること

ができない。 

    また、申立人は、「私と同時期にＤ出張所で仕事を開始した者が３、４人

いたように記憶している。」と主張しているところ、Ｄ出張所に係る健康保



険厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、昭和 46 年３月又は同年４

月に被保険者資格を取得した者を確認することができない。 

    さらに、上記の所長の回答内容から、Ｅ出張所に係る健康保険厚生年金保

険事業所別被保険者名簿を調査したものの、昭和 46 年３月又は同年４月に

被保険者資格を取得した全６人のうち、照会することのできた１人は、「私

を含めたその６人は全て、Ｅ出張所の元従業員である。」旨証言しており、

Ｄ出張所で勤務していた者を確認することができない。 

 

  ２ 申立期間②について、戸籍の附票から、申立人は、当時、Ｄ出張所の所在

地に住所を定めていたことが確認できる上、「当時、Ｄ出張所に勤務してい

た。」としている元従業員のうちの一人が、「申立人は、学校を卒業する昭和

48年３月までの間、継続して勤務していた。」と証言していることから、申

立人が申立期間②において、当該事業所に勤務していたことが推認できる。 

    しかしながら、Ａ社は、「当時における申立人の在籍、保険料控除、届出

及び納付については不明である。」旨回答していることから、申立期間②に

おける厚生年金保険料の控除等の状況について確認することができない。 

    また、オンライン記録から、申立人が、Ａ社における厚生年金保険被保険

者資格を喪失した昭和 47年 10月 30日と同一日に資格喪失した被保険者が

18人（申立人を除く。）確認できるが、元従業員のうちの１人が、「Ａ社は、

Ｅ出張所及びＤ出張所のほかに、Ｆ出張所とＧ出張所を経営していた。」と

証言していることから、当該 18 人のうち照会することのできた６人に勤務

事業所を照会した。その結果、３人がＤ出張所、３人がＧ出張所としており、

いずれも、「昭和 47 年 10月 30日以降の期間も継続して勤務していた。」旨

証言していることから、同社の出張所等のうち、Ｄ出張所及びＧ出張所に勤

務していた従業員の中には、申立人と同様、同日以降も継続して勤務してい

たにもかかわらず、同日に被保険者資格を喪失した者が複数いたことがうか

がえる。 

    一方、オンライン記録から、昭和 47年 10月 30日の時点で、Ａ社におけ

る厚生年金保険被保険者資格を喪失せず、同日後も継続して厚生年金保険に

加入していた被保険者が 17 人確認できるが、照会することのできた６人に

勤務事業所を照会したところ、３人がＥ出張所、３人がＦ出張所であるとし

ており、Ｄ出張所に勤務していた者はいなかった。 

    さらに、上記 18人のうちの１人である元従業員は、「私の夫は、申立期間

②を含む昭和 47年 10 月頃から 53年８月頃までの期間、Ｄ出張所の所長を

していた。」と証言しているところ、当該元従業員の夫は、Ａ社における厚

生年金保険被保険者資格を、申立人の資格喪失日と同一日に喪失しているこ

とがオンライン記録から確認でき、申立期間②当時、厚生年金保険に加入し

ていたことが確認できないことから判断すると、Ａ社は、Ｄ出張所及びＧ出



張所の従業員については、同日に厚生年金保険被保険者資格を喪失させる取

扱いをしていたことがうかがえる。 

 

  ３ このほか、申立人のいずれの申立期間についても厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1546（事案 726の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 大正 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 17年６月１日から同年 10月５日まで 

             ② 昭和 17年 10月 20日から 20年 12月 24日まで 

             ③ 昭和 22年 10月 15日から 23年１月 14日まで 

             ④ 昭和 23年５月 13日から同年９月 15日まで 

             ⑤ 昭和 23年９月 15日から 24年３月１日まで 

             ⑥ 昭和 27年９月１日から 28年４月１日まで 

             ⑦ 昭和 29年８月１日から 31年１月 10日まで 

             ⑧ 昭和 31年 10月 10日から 33年４月１日まで 

    年金記録確認第三者委員会に対して、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい旨申立てを行ったが、記録の訂正は認められないとい

う回答を受け取った。 

    勤務していたことは間違いなく、新たに思い出したことを添えて再申立て

を行うので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 当初の申立てにおいて、申立人は、「勤務期間及び勤務した会社について

十分には記憶していないが、勤務していたと記憶する会社とは別会社での厚

生年金保険加入記録がある場合があるので、関連会社と同僚等の記録を全て

調査して、厚生年金保険の記録の有無を確認してほしい。」と主張している

が、申立人が氏名を挙げた同僚を始めとする元従業員は、既に死亡している

か所在不明のために照会することができないこと、申立人の給与から、申立

期間に係る厚生年金保険料が控除されたことを確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないことなどから、既に当委員会の決定に基づき平成 21

年12月25日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 



    しかしながら、申立人は、「いずれかの事業所に勤務していたことは間違

い無く、新たに思い出したことを添えて再申立てを行うので、再調査してほ

しい。」として、再申立てを行っている。 

 

  ２ 申立期間①から⑧までについて、申立人は、「当時は、Ａ氏の指示により

仕事をしていた。同氏は、Ｂ県Ｃ区でＤ社という会社を経営していた。」と

いう当初の主張に加え、新たに「申立期間③及び④に係るＥ社は、同氏が出

資した会社である。」と説明しているが、同氏が経営していたとする「Ｄ社」

に係る商業登記簿は確認できない上、オンライン記録において、「Ｄ社」と

いう名称の厚生年金保険適用事業所は確認できず、商業登記簿において、同

氏がＥ社に出資していた事実は確認できない。 

    また、オンライン記録から、Ａ氏は、昭和 26 年８月１日から 30 年１月

28 日までの期間にはＦ社、同年２月１日から 53 年２月 14 日までの期間に

はＧ社において、それぞれ厚生年金保険に加入していたことが確認できると

ころ、いずれの事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿に

も、申立人の氏名は確認できない。 

    さらに、Ａ氏の娘婿は、「いずれの申立期間当時の状況も分からない。」旨

回答している上、同氏の子からは回答を得ることができなかった。 

 

  ３ 申立期間①について、申立人は、新たに、「昭和 16年４月１日、Ｈ社にＩ

職種として採用された。Ｈ社は、Ｊ社からＫ施設を買い取り、Ｋ事業所を設

立した。ただし、自分の所属は、Ｈ社、同社Ｋ事業所、Ｊ社及びＤ社のいず

れかだと思うがよく分からない。」と主張している。 

    Ｈ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、厚生年

金保険に加入していたことが確認できる元従業員のうちの一人は、「申立人

を知っている。」と証言していることから、申立人が同社の社員であったこ

とがうかがえる。 

    しかしながら、Ｈ社及び同社Ｋ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっていることから、申立人の勤務実態及び労働者年金保険料の控除

等について確認できない。 

    また、Ｈ社Ｋ事業所に係る健康保険労働者年金保険事業所別被保険者名簿

において、当該事業所は、昭和 17 年６月１日に労働者年金保険の適用事業

所となっていることが確認でき、申立期間①については、労働者年金保険法

の適用期間であるところ、同法では、筋肉労働者の男子工員のみがその被保

険者とされている。しかしながら、上記のとおり、申立人は、「Ｉ職種とし

て勤務していた。」としていることから、申立人は、当時、筋肉労働者には

該当しておらず、労働者年金保険の被保険者資格を取得できる対象者ではな

かったことが推認できる。 



    さらに、「Ｊ社」という名称の厚生年金保険の適用事業所は確認できない

上、申立人は、「Ｊ社の代表取締役はＬ氏であった。」としているところ、オ

ンライン記録において、当該人物を特定することができない。 

    加えて、上記のとおり、「Ｄ社」という名称の厚生年金保険適用事業所は

確認できない。 

 

  ４ 申立期間②について、申立人は、新たに、「昭和 17年 10月 20日、辞令に

よりＭ国行きが決まった。18 年１月、Ａ氏が代表を務めていたＤ社Ｎ支店

に着任し、Ｏ施設建設に所長として従事した。」と主張して、申立期間②の

始期を当初の申立てから変更して再申立てを行っている。 

申立人が、平成 16年６月 30日付けで厚生労働省に対して「障害年金請求

の却下処分に対する異議申立て」を行った際に添付した「現認証明書

（H16.3.11 付）」には、「当時のＰ氏が、昭和 19 年３月～６月（数回）、Ｏ

施設内で申立人を現認した。」旨記載されている上、厚生労働省が保管する

「Ｑ隊留守名簿」により、申立人は、申立期間②のうち、昭和 20 年１月１

日から同年 12月 25日までの期間、傭人として同隊に所属しＭ国に駐留して

いたことが確認できるものの、Ｄ社Ｎ支店に勤務していたことは確認できな

い。 

    また、申立人は、申立事業所を「Ｄ社Ｎ支店」としているところ、戦前戦

中の厚生年金保険（労働者年金保険）の適用範囲は、「内地」に限られてい

たことから、Ｍ国に所在する事業所は適用事業所となることができない。 

    さらに、申立人は、「Ｍ国における給料月額は 200 円で、留守宅への送金

額は 115円だった。所得税のほか、諸経費が天引きされていたので、給与明

細等の参考資料は無いが、妹に事情を聞いてほしい。」としているが、申立

人の妹は、「兄がＭ国に行っている間の給与は母親が受け取っていたが、母

は、既に亡くなっており詳細は分からない。厚生年金保険料についても不明

である。」旨証言している上、申立人は、申立期間②において事業主により

給与から厚生年金保険料を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に

係る厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる給与明細書等の資

料も無い。 

  ５ 申立期間③及び④について、申立人は、「Ｅ社で勤務したのは、昭和 22

年 10月 25日から 23 年９月 15日までの期間である。」と主張して、当該期

間を新たに申し立てているが、Ｅ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被

保険者名簿から、同社は昭和 32年６月 30日に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっていることが確認でき、商業登記簿から、35年１月 18日に解散

していることが確認できることから、同社に照会することができない。 

    また、申立人が当時の同僚として氏名を挙げる人物は、オンライン記録か

ら、昭和 21年５月９日から 24年８月 27日まで、Ｅ社において厚生年金保



険に加入していたことが確認できるが、所在が不明のため照会することがで

きない上、上記被保険者名簿から、申立期間当時、厚生年金保険に加入して

いたことが確認できる元従業員のうち、照会することのできた３人はいずれ

も、「申立人のことは知らない。」と証言していることから、申立人の申立期

間③及び④における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況等について確認

することができない。 

    さらに、申立人は、「Ｅ社はＡ氏が出資していた。」としているところ、上

記のとおり、商業登記簿においてその事実を確認できない。 

 

  ６ 申立期間⑤について、申立人は、今回の再申立てに当たり、「当時、Ｒ県

Ｓ郡Ｔ村（現在は、同県Ｓ郡Ｕ町）に所在するＶ事業所に勤務したのは、昭

和 23年９月 15日からである。」としているのみであり、新たな事情の供述

や資料の提出は無い。 

 

  ７ 申立期間⑥、⑦及び⑧について、申立人は、「昭和 33年４月頃まで、Ｗ事

業所で勤務していた。」という当初からの主張に加え、新たに、「次男と長女

は、Ｗ事業所で勤務していた当時に生まれた。また、次男は、昭和 33 年４

月にＸ市立Ｙ小学校に入学し、２年生からは、同市に所在するＺ小学校に転

校した。」と説明している。 

    戸籍から、申立人の次男と長女はいずれも、申立期間⑥直前の、申立人が

ａ社において厚生年金保険に加入していた期間中に、ｂ県ｃ郡ｄ村（現在は、

ｂ県ｅ市）で出生したことが確認できる上、申立人の次男は、「小学校１年

生の時は、Ｘ市立Ｙ小学校に入学し、２年生でＺ小学校に転校した。それま

ではｄ村に住んでいた。」と証言していることから、申立人が、申立期間⑥、

⑦及び⑧において、ｂ県ｃ郡ｄ村に居住していた可能性は否定できない。 

    しかしながら、申立人は、「Ｗ事業所では、ｆ氏及びｇ氏と一緒に仕事を

していた。」としているところ、ｆ氏は既に亡くなっており、ｇ氏の所在は

不明のために照会できないことに加え、ａ社Ｗ事業所（昭和 27 年９月 16

日、ｈ社Ｗ事業所に名称変更）、並びに当該事業所を経営していたａ社及び

ｈ社はいずれも、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていることか

ら、申立人の申立期間⑥、⑦及び⑧における勤務実態及び厚生年金保険の適

用状況等について確認することができない。 

    また、オンライン記録から、申立人は、ｈ社において、昭和 28 年４月１

日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、29 年８月１日に資格を喪失した

ことが確認できるところ、同社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険

者名簿において、申立期間⑥、⑦及び⑧当時、厚生年金保険に加入していた

被保険者の中に申立人の氏名は確認できない。 

    さらに、ｈ社Ｗ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿



において、ｇ氏は昭和 29年２月 20日ｆ氏は同年８月１日にそれぞれ被保険

者資格を喪失したことが確認できるが、オンライン記録において、ｇ氏は申

立期間⑦の一部期間及び⑧において、ｆ氏は申立期間⑦及び⑧において、厚

生年金保険の被保険者となっていない。 

 

  ８ このほか、申立人の申立期間①から⑧までにおける厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない上、再申立てであ

る申立期間①、②、⑤、⑥、⑦及び⑧について、上記の事情は、当委員会の

当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められないことから、申立人は、

申立期間①から⑧までに係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 
 



新潟厚生年金 事案 1547 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 54年５月 17日から同年 12月１日まで 

    「ねんきん定期便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

厚生年金保険被保険者期間となっていないことが分かった。 

    私は、Ａ社を昭和 54年５月 15日に退職した翌々日から、Ｂ社に勤務して

いたので、調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録から、申立人は、昭和 54年５月 18日から同年 11月 15日ま

での期間、Ｂ社（現在は、Ｃ社）で勤務していたことが確認できる。 

   しかしながら、Ｃ社は、「資料を保管していないため、申立人の勤務実態及

び給与からの厚生年金保険料の控除については不明である。」旨回答している

上、申立期間当時の同社の社会保険事務担当者は既に亡くなっていることから、

申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除等の状況について確認すること

ができない。 

   また、申立人は、「従業員は全部で 30 人くらいいたと思う。」としており、

オンライン記録から、申立期間当時、Ｂ社で厚生年金保険に加入していたこと

が確認できる元従業員のうち照会することのできた５人は、当時の従業員数を

30 人から 50 人程度と証言しているところ、昭和 54 年度に、同社で厚生年金

保険被保険者となっていたのは 20 人前後であることが、オンライン記録から

確認できる。 

   さらに、上記５人の元従業員のうちの４人は、「当時勤務していた全ての従

業員が厚生年金に加入していたわけではなかった。」旨証言し、このうちの２

人は、「入社時に、事務担当者から、厚生年金と健康保険に加入するかを聞か



れたので、加入することを希望した。私の周りには加入を希望しなかったと話

している者が複数いた。」旨証言している。 

   加えて、上記５人の元従業員のうちの１人の配偶者は、「昭和 54年に期間雇

用従業員として３か月ほど勤務したが、厚生年金保険には加入していなかっ

た。」と証言している上、申立人及び元従業員が、当時の従業員として氏名又

は名字を挙げている者の中には、Ｂ社において厚生年金保険に加入していたこ

とが確認できない者が複数いることから、同社では、申立期間当時、必ずしも

全ての従業員を厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

   また、オンライン記録から、Ｂ社において昭和 54 年に厚生年金保険に加入

し、新規に厚生年金保険番号を取得した者は７人であることが確認できるが、

その７人が記載されている厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿に申立

人の氏名は確認できないことに加え、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票には、申立期間において申立人の氏名は無い上、整理番号に欠落も無い。 

   さらに、申立人は、申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料が控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



新潟厚生年金 事案 1548 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年９月２日から 42年１月１日まで 

「『脱退手当金を受け取られたかどうか』のご確認について」が送付され

たので記録を確認したところ、申立期間が脱退手当金支給済期間となってい

ることが分かった。 

私は、脱退手当金を受け取った記憶は無いので、調査の上、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の事務処理においては、脱退手当金を支給した場合、厚生年金保険被保

険者証に脱退手当金を支給した旨の「脱」表示をすることとされており、申立

人が現在も所持している申立期間に係る厚生年金保険被保険者証には、当該表

示と思われる記載が確認できる。 

また、Ａ共済組合が保管する資料から、申立人は、脱退手当金支給決定日の

約３年９か月前である昭和 38年９月 14日に、当該共済組合の退職一時金を受

け取ったこととなっており、「退職一時金を受け取ったので、申立期間である

Ｂ事業所を退職するときは脱退手当金の制度のことは知っていた。」としてい

ることを踏まえると、申立人の意思に基づかずに脱退手当金が請求されたとは

考え難い。 

また、申立人のＢ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記載されているとともに、

申立期間の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月半後

の昭和 42年６月 14日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金



を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



新潟厚生年金 事案 1549 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年 12月 16日から 37年３月 15日まで 

年金裁定請求の際、社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を

照会したところ、申立期間が厚生年金保険被保険者期間となっていないこと

が分かった。 

その後、「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、や

はり申立期間は厚生年金保険被保険者期間となっていなかった。 

Ａ社が経営するＢ事業所には、同郷の友人二人と一緒に勤務したが、友人

二人には厚生年金保険の加入記録があるにもかかわらず、私には厚生年金保

険の加入記録が無いのは納得ができないので、調査の上、申立期間を厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 35年のお盆過ぎに、同郷の友人２人と一緒にＡ社が経営す

るＢ事業所に入社した。３人ともＣ職種として勤務し、１人の友人と一緒に

同社を退職した。」と申し立てているところ、当該友人の２人は、オンライン

記録により、Ａ社において申立期間中に厚生年金保険被保険者資格を取得し

たことが確認できる上、いずれも、「申立人と一緒にＡ社に入社し、Ｂ事業所

でＣ職種として勤務した。」と証言していることから、期間は特定できないも

のの、申立人が、同社が経営するＢ事業所に勤務していたことがうかがえる。 

   しかしながら、Ａ社人事部は、「資料が無いため、申立期間当時の勤務実態

及び保険料の控除については不明である。」と回答していることから、申立人

の申立期間当時における具体的な勤務実態及び厚生年金保険料の控除等の状

況について確認することができない。 

   また、Ａ社が保管する健康保険・厚生年金保険・被保険者原簿及び索引簿に



は資格取得日を申立期間後の昭和 37年３月 16日として、申立人の氏名が記載

されているが、いずれも二重線で抹消されている上、同社の健康保険厚生年金

保険事業所別被保険者名簿には申立人の氏名及び生年月日が記載されている

ものの、備考欄に「取消」と記載されている。 

これらの記載から、仮に、Ａ社は申立期間当時、申立人の厚生年金保険の被

保険者資格取得手続を行っていた場合、再度、資格取得手続を行うことは考え

難い。 

さらに、複数の者に照会したところ、これらの者のＡ社における資格取得日

は、その者の記憶する入社日から、約 10 か月から２年７か月後となっている

ことが確認できる。 

加えて、申立人は申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料が控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



新潟厚生年金 事案 1550 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年 11月 26日から 35年５月 20日まで 

             ② 昭和 37年３月１日から 38年４月１日まで 

             ③ 昭和 40年３月３日から同年５月 20日まで 

             ④ 昭和 40年 11月５日から 41年１月 18日まで 

    年金裁定請求の際、社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を

照会したところ、申立期間が脱退手当金支給済期間となっていることが分

かった。 

    その後、「『脱退手当金を受け取られたかどうか』のご確認について」が送

付されたので記録を確認したところ、やはり申立期間は脱退手当金支給済

期間となっていた。 

    脱退手当金の制度も知らず、受給した記憶は無いので、申立期間を厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間④に

係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 41 年５月 25 日

に支給決定されている上、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳には、同

年３月１日に社会保険庁（当時）から当該脱退手当金を裁定した社会保険事

務所に対し、脱退手当金の算定に必要な標準報酬月額等を回答したことが記

録されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人は、Ａ社を退職後、国民年金の強制加入適用期間があったにも

かかわらず、昭和 47年５月１日まで国民年金の加入手続を行っていない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



新潟厚生年金 事案 1551 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 34年 10月 20日から 37年 10月 14日まで 

    「『脱退手当金を受け取られたかどうか』のご確認について」が送付され

たので記録を確認したところ、申立期間が脱退手当金支給済期間となってい

ることが分かった。 

    脱退手当金の制度も知らず、受給した記憶は無いので、申立期間を厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録から、申立人は、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格を

昭和 37年 10月 14日に喪失し、申立期間に係る脱退手当金は、当該資格喪失

日から約９か月後の 38年７月 12日に支給決定されていることが確認でき、同

社の退職後、平成２年６月 30 日まで厚生年金保険への加入歴が無い申立人が

申立期間の脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

   また、申立人がＡ社における厚生年金保険被保険者資格を喪失した昭和 37

年 10月 14日以降は、国民年金の強制加入適用期間であるにもかかわらず、同

年 10 月から 40 年３月までの期間の国民年金保険料（30 か月分）は未納とな

っている上、申立人は、42年 10月当時、国民年金の加入手続を行い、保険料

を納付したのは夫であるとしており、申立人自身が国民年金に積極的に加入し

たこともうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


